
1 流域・特定公共下水道

事 業 名

計 画 面 積

霞ケ浦湖北流域下水道

14 , 966.4ha

土浦市, 石岡市の一部,

かすみがうら市の一部,

小美玉市,阿見町

( 5市町)

霞ケ浦常南流域下水道

15 , 384.0ha

龍ケ崎市,牛久市,

つくば市の一部,

稲敷市の一部 , 河 内 町 ,

利根町

( 6市町)

那珂久慈流域下水道

19 , 914.6ha

水戸市の一部,

日立市の一部,

常陸太田市の一部,

ひたちなか市の一部,

常 陸 大 宮 市 那 珂 市 ,

大洗町, 城里町の一部,

東海村

( 9市町村)

377 ,380人

236 ,200m /日

82.8km

霞ケ浦水郷流域下水道

1 ,593 .0 h a

潮来市,行方市の一部

( 2 市 )

構 成 市 町 村

※下線は

処理場のある市町村

計 画 人  口 289 ,300人 419 ,488人 28 ,400人

計 画 汚 水 量

管 渠

焼 却 炉

( 稼 働 年 月 )

164 ,800m /日

57.0km

2 号 炉 : 5 0 t / 日 ( H 7 . 4 )

3号炉:50 t/日(H12 .7 )

霞ケ浦浄化セン夕一

258 ,000m /日

63.3km

2号炉:90 t/日(H11 .3 )

14,100m /日

11.4km

名 称 利根浄化セン夕一 那珂久慈浄化セン夕一 潮来浄化セン夕一

面 積

放 流 先

25.0ha

霞 ヶ 浦

33.6ha

利根川

35.0ha

太平洋

4 .3ha

霞 ヶ 浦

(常陸利根川)

供 用 開 始 昭和54年1月

BOD -
C〇D 20(15)mg/L以下

S S  20(15)mg/L以下

T-N (20)mg/L以下

T-P (1.0)mg/L以下

排水基準

[水質汚濁防止法第3条]

排水基準の上乗せ

[水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例]

窒素, りんの上乗せ基準

[茨城県霞ヶ浦水質保全条例]

霞 ヶ 浦 ( 湖 沼 A, II[)

p H  6.5以上8.5以下

C〇D 3mg/L以下

S S  5mg/L以下

D〇 7.5mg/L以上

大腸菌群数

1000MPN/100mL以下

T-N 0.4mg/L以下

T-P 0.03mg/L以下

霞ヶ浦流総

昭和48年度

̃平成34年度

昭和51年6月

BOD 15(10)mg/L以下
C〇D -
S S  20(15)mg/L以下

N H4-N等

100mg/L以下

排水基準

[水質汚濁防止法第3条]

排水基準の上乗せ

[水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例]

平成元年4月

BOD -
C〇D 25(20)mg/L以下

S S  30(20)mg/L以下

N H4-N等

100mg/L以下

排水基準

[水質汚濁防止法第3条]

排水基準の上乗せ

[水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例]

昭和61年4月

BOD -
C〇D 20(15)mg/L以下

S S  20(15)mg/L以下

T-N (20)mg/L以下

T-P (1.0)mg/L以下

排水基準

[水質汚濁防止法第3条]

排水基準の上乗せ

[水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例]

窒素, りんの上乗せ基準

[茨城県霞ヶ浦水質保全条例]

常陸利根川(湖沼A, II[)

p H  6.5以上8.5以下

C〇D 3mg/L以下

S S  5mg/L以下

D〇 7.5mg/L以上

大腸菌群数

1000MPN/100mL以下

T-N 0.4mg/L以下

T-P 0.03mg/L以下

霞ヶ浦流総

昭和58年度

̃平成30年度

処 排 水 基 準

[根拠法令]

理
※排水基準

の (  ) は

日間平均値

場

利根川(河川A)

p H  6.5以上8.5以下

BOD 2mg/L以下

S S  25mg/L以下

D〇 7.5mg/L以上

大腸菌群数

1000MPN/100mL以下

太平洋(海域B)

p H  7.8以上8.3以下

C〇D 3mg/L以下
S S  -
D〇 5mg/L以上

大腸菌 -
n- ヘキサン検出されないこと
T-N -
T-P -

那珂川・久慈川流総

昭和52年度

̃平成30年度

環 境 基 準

流 総 計 画

事業計画期間

霞ヶ浦流総

利根川流総

昭和48年度

̃平成32年度

総 事 業 費 1 ,260億円 1 ,400億円 1 ,544億円 230億円

●i●



利根左岸さしま流域下水道

2 ,944.3ha

古河市の一部,

坂東市の一部 , 境 町

( 3市町)  

鬼怒小貝流域下水道

4 ,321 .8ha

下妻市の一部,

常総市の一部,

筑西市の一部,

八千代町

( 4市町)

小貝川東部流域下水道

2 ,820 .0ha

下妻市の一部,

つくば市の一部,

筑西市の一部 , 桜 川 市

( 4 市 )

那珂久慈ブロック広域汚泥

水戸市, ひたちなか市,

日立市, 笠 間 市 ,

北 茨 城 市 , 茨 城 町,

城里町,

日立・高萩広域下水道

組 合 ( 8 団 体 )

計画汚泥量303.1t/日

1号炉:100t/日(H10.4)

2号炉:100t/日(H18.4)

那珂久慈浄化セン夕一

50 ,041人

30 ,100m /日

21.8km

86 ,301人

42 ,340m /日

31.6km

50 ,434人

27 ,000m /日

49.7km

さしまアクアステーション きぬアクアステーション 小貝川東部浄化セン夕一

6 . 8 h a

利根川

(長井戸沼中央排水路)

14 .7ha

鬼怒川

(二本紀排水路)

16 .9ha

小貝川

平 成 9 年 6 月

B〇D (20)mg/L以下
C〇D -
S S  (40)mg/L以下

N H4-N等

100mg/L以下

排水基準

[水質汚濁防止法第3条]

排水基準の上乗せ

[水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例]

利根川(河川A)

p H  6.5以上8.5以下

B〇D 2mg/L以下

S S  25mg/L以下

D〇 7.5mg/L以上

大腸菌群数

1000MPN/100mL以下

利根川流総

平 成 2 年 度

̃平成30年度

平成11年7月

B〇D (20)mg/L以下
C〇D -
S S  (40)mg/L以下

N H4-N等

100mg/L以下

排水基準

[水質汚濁防止法第3条]

排水基準の上乗せ

[水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例]

鬼怒川(河川A)

p H  6.5以上8.5以下

B〇D 2mg/L以下

S S  25mg/L以下

D〇 7.5mg/L以上

大腸菌群数

1000MPN/100mL以下

利根川流総

平 成 4 年 度

̃平成32年度

平成15年4月

B〇D (20)mg/L以下
C〇D -
S S  (40)mg/L以下

N H4-N等

100mg/L以下

排水基準

[水質汚濁防止法第3条]

排水基準の上乗せ

[水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例]

小貝川(河川A)

p H  6.5以上8.5以下

B〇D 2mg/L以下

S S  25mg/L以下

D〇 7.5mg/L以上

大腸菌群数

1000MPN/100mL以下

利根川流総

平 成 8 年 度

̃平成30年度

平成10年4月

平 成 6 年 度

̃平成30年度

257億円 493億円 396億円 153億円

(平成29年12月現在)

鹿島臨海特定公共下水道

5 ,931 .8ha

神栖市

81 ,490人

330 ,000m /日

42.0km

1号炉:60t/日(H24.6)

2号炉:60t/日(H8.4)

深芝処理場

1 5 h a

太平洋

昭和45年9月

BOD -
C〇D 50(4〔))mg/L以下

S S  50(40)mg/L以下

N H4-N等

100mg/L以下

排水基準

[水質汚濁防止法第3条]

排水基準の上乗せ

[水質汚濁防止法に基づき

排水基準を定める条例]

太平洋(海域C)
p H  7.0以上8.3以下
C〇D 8mg/L以下
S S  -
D〇 2mg/L以上

大腸菌群数 -
n- へキサン -
T-N -
T-P -

霞ヶ浦流総

昭和44年度

̃平成29年度

(平成36年度まで延伸予定)

793億円



霞ケ浦湖北流域下水道
1 計画概要

土浦市・石岡市の一部・かすみがうら市の一部・小美玉市・阿見町の5市町を対象として,

昭和48年に事業に着手し , 昭和54年1月から供用開始しています。

計画 28年 末まで
処 理 面 積 14966.4ha 7466.1ha

口
口人続

人
雄一一一一 :子

理
数内

処
※ （ 289,300人 236,599人

(220,701人)
幹 線 管 渠 57.0km 57.0km

処 理 能 力

18,000m3/ 日 X 2 系 列
16,000m3/ 日 X 4 系 列
54,000m3/ 日 X 1 系 列
10,800m3/ 日 X 1 系 列

計 164,800m3/日

14,000m3/ 日 X 1 系 列
13,000m3/ 日 X 4 系 列
14,000m3/ 日 X 1 池 ( 0.5系列)
9,000m3/ 日 X 1 池 ( 0.5系列)

18,000m3/ 日 X 1 池
計 107,000m3/日

処 理 水 量 164,800m3/日 80,046m3/日 (日平均)
処 理 場 名 ・ 面 積 霞ケ浦浄化センタ ー 25.0h  a
所 在 地 土浦市湖北

処 理 方 法 担体投入型修正Bardenpho法 +急速ろ過法
+オソン酸化法 +好気性ろ床法

[凝集剤添加活性汚泥法/A20 法 / 凝 集 剤 併
用 型 循 環 式 硝 化 脱 窒 法 / 担 体 投 入 型 修 正
Bardenpho法] +急速ろ過法

放 流 先 霞 ヶ 浦  (湖沼A類型)

流 水 ・ 放 流 水 質
(28年度)

pH
[- ]
7.4

BOD
[mg/L]
139

COD
[mg/L]
85.5

S S
[mg/L]

i 53

TN
[mg/L]
33.2

TP
[mg/L]
3.41流入水

放流水 7.1 1 .0 6.3 1 4 6 .1 0.1 5

焼 却 炉 2号炉(50t )  :流動炉, 平 成 7 年 4 月 稼 働 開 始
3 号 炉 ( 5 0 t ) : 流 動 炉 , 平 成 1 2 年 7 月 稼 働 開 始

1 .260

市町村名

土 浦 市

石 岡 市

かすみがうら市

小 美 玉 市

処 理 面 積 ( h a )

6,017.2

2 , 1 6 0 .0

1 , 9 7 5 .6

2,351 .0

処理人口 (人)

1 3 8 , 6 0 0

4 1 , 4 0 0

3 1 , 1 0 0

38,700

処理水量 (m3 /日)

7 4 , 9 7 5

2 4 , 7 3 8

17,381

27,179

阿 見 町 2,462.6 39,500 20,456

計 14,966.4 289,300 164,729

新川 ) '

- l



霞ケ浦湖北流域下水道計画概要図
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霞ケ浦常南流域下水道
1 計画概要

つ くば市の一部・能ヶ山奇市・牛久市・稲敷市の一部・利根町・河内町の6市町を対象とし

て, 昭和48年度に事業を着手し , 昭和51年6月から供用開始しています。

全体計画

15,384.0 h a

419,488人

63.3km

8,000m3/ 日 X 1 系 列
50,000m3/ 日 X 5 系 列
計 258,000m3/日

28年度末まで
11,084.2h a
348,759人

(329,965人)
63.3km

50,000m3/ 日 X 4 系 列

計 200,000m3/日

処 理 面 積

処 理 人 口
※()内数字は接続人口

幹 線 管 渠

処 理 能 力

処 理 水 量

処 理 場 名 ・ 面 積

所 在 地

処 理 方 法

放 流 先

258,000 m3/日 113,951m3/日(日平均)

利根浄化センター 33.6ha
北相馬郡利根町

凝集剤添加活性汚泥法 +急速ろ過法

利根川 (河川A類型)

流 入  ・ 放 流 水 質

(28年度)

焼 却 炉

pH
[- ]
7.4
7.2

BOD
[mg/L]

185
1 5

COD
[mg/L]
88.0
7 .1

S S
[mg/L]

i 35
< 1 .0

TN
[mg/L]
33.6
13.8

TP
[mg/L]
3.52
i .25

流入水
放流水

2号炉(90t )  :流動炉, 平成11年3月稼働開始

総 事 業 費 1,400億円

2 構成市町村概要(全体計画)

市町村名

龍 ヶ 崎 市

牛 久 市

処 理 面 積 ( h a )

1,862.8

2,281 .0

処理人口 (人)

69,760

88,630

処理水量(m3 /日)

41,201

41,640

つ く ば 市 9,523.5 226,400 157,987

稲 敷 市

河 内 町

利 根 町

441 .0

470.7

805.0

9,400

9,500

15,798

5,113

4,391

7,162

計 15,384.0 419,488 257,494

> 利 根 川



霞ケ浦常南流域下水道計画概要図
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(※) 那珂久慈ブ口ツク広域汚泥処理施設

2 構成市町村概要(全体計画)
市町村名 処 理 面 積 ( h a ) 処理人口(人) 処理水量(m3 /日)

水 戸 市 4,535.0 107,200 59,456

日 立 市

常 陸 太 田 市

ひ た ち な か 市

常 陸 大 宮 市

那 珂 市

2,172.4

1,037.3

3,366.6

846.0

3,257.8

52,400

23,000

80,000

12,700

41,800

30,127

13,565

55,049

7,451

22,845

大 洗 町 670.0 15,200 14,641

城 里 町

東 海 村

ひたちなか ・ 東
海広域事務組合

644.0

1,836.0

1,549.5

9,600

34,980

500

4,958

16,365

11,665

計 19,914.6 377,380 236,122

■那珂久慈浄化センター

計画平面図一 完成、一部完成
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那珂久慈流域下水道
1 計画概要

日立市の一部・ひたちなか市の一部・水戸市の一部・常陸太田市の一部・那珂市・常陸大

宮市・東海村・大洗町・城里町の一部の9市町村を対象として,昭和52年度に事業を着手し ,,

平成元年4月から供用開始しています。

全体計画
19,914.6h a

377,380人

82.8km

37,500m3/ 日 X 6 系 列
11,200m3/ 日 X 1 系 列

計 236,200m3 /日

28年度末まで
10,401 .8h a
314,413人

(279,628人)
82.8km

37,500 m3/日 X 3.5系列

計 131,250m3 /日

処 理 面 積

処 理 人 口
※()内数字は接続人口

幹 線 管 渠

処 理 能 力

処 理 水 量 236,200m3/日 90,413m3/日(日平均)

処 理 場 名 ・ 面 積

所 在 地
処 理 方 法
放 流 先

流 入  ・ 放 流 水 質
(28年度)

焼 却 炉 ( ※ )

那珂久慈浄化センタ ー 35.0ha
ひたちなか市長砂

標準活性汚泥法

太平洋 (海域B)

pH
[- ]
7.3
7.0

BOD
[mg/L]
174
5.6

COD
[mg/L]
106
9.8

S S
[mg/L]

i 60
i 7

TN
[mg/L]
35.5
18.2

TP
[mg/L]
3.82
i .30

流入水
放流水

1号炉(100 t )  :流動炉, 平成10年4月稼働開始
2 号 炉 ( 1 0 0 t ) : 流 動 炉 , 平 成 1 8 年 4 月 稼 働 開 始

総 事 業 費 1,697億円 (広域汚泥を含む)

: r、、z



那珂久慈流域下水道計画概要図
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霞ケ浦水郷流域下水道
1 計画概要

潮来市・行方市の一部の2市を対象として,  昭和58年に潮来町単独公共下水道から流域下

水道として事業に着手し , 昭和61年4月から供用開始しています。

全体計画

1 ,593.0 h a

28,400人

11 .4km

A系列 4,150m3 / 日 X 1 系 列
3,300m3 / 日 X 1 系 列

B 系 列 3,780m3 / 日 X 1 系 列
2,870m3 / 日 X 1 系 列
計 14,100m3/日

14,100 m3/日

28年度末まで
921 .0h  a
23,691 人

(19,949人)
11 .4km

A系列 4,150m3 / 日 X 1 系 列
3,300m3 / 日 X 1 系 列

B 系 列 3,780m3 / 日 X 1 系 列

計 11,230m3/日

5,874m3/日 (日平均)

処 理 面 積

処 理 人 口
※()内数字は接続人口

幹 線 管 渠

処 理 能 力

処 理 水 量

処 理 場 名 ・ 面 積

所 在 地

処 理 方 法

放 流 先

流 入  ・ 放 流 水 質
(28年度)

総 事 業 費

潮来浄化センタ ー 4.3ha
潮来市日の出

Bardenpho法+急速ろ過法 +オゾン酸化法
+好気性ろ床法

凝集剤併用型循環式硝化脱窒法+急速ろ過法

常陸利根川(湖沼A類型)

pH
[- ]
7.4
7.1

BOD
[mg/L]
152
< 0.5

COD
[mg/L]
92.0
5.4

S S
[mg/L]
8 5 5
< 1 .0

TN
[mg/L]
3 9 3
6.9

TP
[mg/L]
4.08
0.1 2

流入水
放流水

230億円

2 構成市町村概要(全体計画)
市町村名

潮 来 市

行 方 市

処 理 面 積 ( h a )

963.0

630.0

処理人口 (人)

20,900

7,500

処理水量(m3 /日)

9,492

4,567

計 1,593.0 28,400 14,059

■潮来浄化センタ 一計画平面図

Z、_l :

完成、一部完成
凡 例

流 域 下 水 道 幹 線

処 理 区 域 ( 全 体 計 画 )

[i] 潮 来 浄 化 セ ン タ ー

③

lE重)

辻 ポ ン プ 場

牛 堀 ポ  ン プ 場

lE重) 境 ポ ン プ 場



2 構成市町村概要(全体計画)
市町村名

古 河 市

処 理 面 積 ( h a )

1,135.0

処理人口(人)

22,681

処理水量(m3 /日)

11,016

坂 東 市 646.7 10,360 7,552

境 町 1,162.6 17,000 11,532

計 2,944.3 50,041 30,100

■さしまアクアステーション
計画平面図

利根左岸さ しま流域下水道
1 計画概要

古河市の一部・坂東市の一部・境町の2市1町を対象として,  平成2年度から事業に着手

し , 平成9年6月に境町, 平成13年4月に坂東市, 7月に古河市が供用開始しています。

全体計画
2,944.3h a

50,041人

21.8km

6,020m3/ 日 X 5 系 列
計 30,000m3/日

30,100 m3/日

28年度末まで

1 ,023.5h a
25,504人

(17,719人)
21.8km

6,000m3/日X1.5系列
計 9,000m3/日

6,416m3/日(日平均)

処 理 面 積

処 理 人 口
※()内数字は接続人口

幹 線 管 渠

処 理 能 力

処 理 水 量

処 理 場 名 ・ 面 積

所 在 地
処 理 方 法
放 流 先

流 入  ・ 放 流 水 質
(28年度)

総 事 業 費

さ し ま ア ク ア ス テー ション 6.8ha

猿島郡境町

標準活性汚泥法

利根川 (長井戸沼中央排水路) (A類型)

pH
[- ]

BOD
[mg/L]

COD
[mg/L]

S S
[mg/L]

TN
[mg/L]

TP
[mg/L]

流入水 7 .3 156 93. 1 129 31.2 3.76

放流水 7 .0 2 .9 9.7 3.5 13.5 0 .78

257億円

一 完 成 、 一 部 完 成

古 河 市

境 町

フ」'<1道計画概要図

坂 東

/一'-・

．
・

-、、'
一一-
一一

凡 例

二、1 , ?:流 域 下 水 道 幹 線

処 理 区 域

国 さしまアクアステー ション

⑤ 猿 島 中 継 ポ ン プ 場



全体計画 28年度末まで
4321 .8ha 1082.2ha

86,301人 27,369人
(16,969人)

31 .6km 31 .6km

7,200m3/ 日 X 5 系 列
7,000m3/ 日 X 1 系 列

計 43,000m3 /日

8,125m3/日X1系列

計 8,125m3/日

42,340 m3/日 4,987m3/日(日平均)

2 構成市町村概要(全体計画)
市町村名

下 妻 市

常 総 市

筑 西 市

処 理 面 積 ( h a )

1,900.3

952.0

559.0

処理人口 (人)

40,400

23,540

9,760

処理水量(m3 /日)

19,550

12,560

4,360

八 千 代 町 910.5 12,601 5,870

計 4,321 .8 86,301 42,340

■きぬアクアステーション計画平面図

_1LIL 放流口

一 完成、一部完成

(最終沈殿池)

、
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凡 例

流 域 下 水 道 幹 線

処 理 区 域

llT] きぬアクアステー ション

〇 千代川第1中継ポンプ場

liili) 千代川第2中継ポンプ場

⑧
e,

石 下 中 継 ポ ン プ 場

八 千 代 中 継 ポ ン プ 場

⑧ 下 妻 中 継 ポ ン プ 場

⑧ 関 城 中 継 ポ ン プ 場

-

鬼怒小貝流域下水道
計画概要
下妻市の一部。常総市の一部・筑西市の一部・八千代町の4市町を対象として,  平 成 4 年

度から事業に着手し , 平成11年7月に下妻市, 平成13年5月に筑西市, 平成13年10月に常総
市, 平成17年10月に八千代町が供用開始しています。

処 理 面 積

口
口人続

人
雄一一一一 :子

理
数内

処
※ （
幹 線 管 渠

処 理 能 力

処 理 水 量

処 理 場 名 ・ 面 積 きぬアクアステー ション 14.7ha
所 在 地

流 入  ・ 放 流 水 質
(28年度)

下妻市中居指

処 理 方 法 標準活性汚泥法

放 流 先 鬼怒川(二本紀排水路) (A類型)

総 事 業 費

pH
[- ]
7.2

BOD
[mg/L]

188

COD
[mg/L]
102

S S
[mg/L]

i 46

TN
[mg/L]
38.2

TP
[mg/L]
6.03流入水

放流水 6.8 2 .0 8.6 1 1 9 .3 0.80

493億円



_小貝川東部流域下水道
1 計画概要

筑西市の一部 ・ 桜 川 市 ・ つ くば市の一部・下妻市の一部 の 4 市 を 対 象 と し て ,  平成8年度

から事業に着手し , 平成15年4月から筑西市, 桜川市の一部, 平成18年5月からつ くば市の
一部が供用開始しています。

全体計画 28年度末まで

処 理 面 積 2820.0ha 671 .0 h a

口
口人続

人
雄利

理
数内

処
※ （ 50,434人

14,385人
(6,742人)

幹 線 管 渠 49.7km 49.7km

処 理 能 力
7,480m3/日 X3系列
4,560m3/日X1系列
計 27,000m3/日

7,480m3/日X1系列

計 7,480m3/日

処 理 水 量 27,000 m3/日 3,714m3/日 (日平均)

処 理 場 名  ・ 面 積 小貝川東部浄化センタ ー 16.9ha

所 在 地 筑西市中上野

処 理 方 法 標準活性汚泥法

放 流 先 小貝川(A類型)

流 入  ・ 放 流 水 質
(28年度)

pH
[- ]
7.1

BOD
[mg/L]

i 1 6

COD
[mg/L]
78.9

S S
[mg/L]

: 、〇7

TN
[mg/L]
24.2

TP
[mg/L]
2.52流入水

放流水 7 .0 2 .8 12.1 2.6 9.8 1.87

総 事 業 費 396億

2 構成市町村概要(全体計画)
市町村名

下 妻 市

つ く ば 市

筑 西 市

桜 川 市

処理面積(ha )

180.0

328.5

1,082.5

1,229.0

処理人口 (人)

4,000

10,610

24,170

23,800

処理水量 (ma /日)

1,680

2,640

11,088

11,516

計 2,820.0 50,434 26,924

■小貝川東部浄化セン夕一計画平面図 /、/

小 員 川

放流ポンプ棟
(塩素温和1識1

急
速
ろ
過
検

一 完 成 、 一 部 完 成



那珂久慈ブロ ッ ク広域汚泥処理
那珂久慈流域下水道と周辺の単独公共下水道から発生する下水道汚i1尼を集約的に処理すること

で , 安 定 的 ・ 経 済 的 な 汚i1尼 処 理 を 図 り , 汚i1尼の再利用の促進を図る広域汚i1尼処理を実施していま

す。 平成7年度に1号焼却炉, 平成14年度に2号焼却炉の建設工事に着手しています。

全体計画

能力400t/日
( 1 0 0 t / 日 X 2 基 十 2 0 0 t / 日 X 1 基 )

28年度末まで

1号炉:能力100 t /日 x 1 基
2 号 炉 : 能 力 1 0 0 t / 日 X 1 基焼 却 能 力

焼 却 方 法 流動床式焼却炉

供 用 開 始
1 号 炉 : 平 成 1 0 年 4 月
2 号 炉 : 平 成 1 8 年 4 月

所 在 地

事 業 費

ひたちなか市長砂

153億円

共同施設団体

口茨城県那珂久慈流域下水道

フ」'く戸市/日立市/常陸太田市/ひたちなか市/

常陸大宮市/那珂市/東海村/大洗町/城里町/

ひたちなか東海広域事務組合

● 茨城県

水戸市-日立市

ひたちなか市-北茨城市

笠間市-茨城町

城里町

那珂久慈浄化セン夕 一

水戸市浄化セン夕 一

内原浄化セン夕 一

池の川処理場

ひたちなか市下水浄化セン夕 一

北茨城浄化セン夕 一

浄化センタ ーともべ

浄化センタ ー いわま

茨城町浄化セン夕 一

かつら水処理セン夕 一

日立・高萩広域下水道組合 伊師浄化センタ ー

大 子 町

笠 間 市

常陸太営市

高 救 市

広域汚泥 1号焼却炉



鹿島臨海特定公共下水道
1 計 画 概 要

鹿島臨海工業地帯及び神栖市の公共下水道を対象として, 昭和44年度より事業に着手し,

昭和45年9月から供用開始しています。

全体計画
5,931 .8h a

28年度末まで
3,737.1h  a

123社 145工場・事業所

37,996人
42.0 km

25,000m3/ 日 X 5 系 列
40,000m3/ 日 X 1 系 列

計 165,000m3/日

118,568m3/日(日平均)

深芝処理場 10 h a

処 理 面 積

処 理 工 場
処 理 人 口
幹 線 管 渠

処 理 能 力

処 理 水 量

処 理 場 名 ・ 面 積

所 在 地
処 理 方 法
放 流 先

流 入 ・ 放 流 水 質

(28年度)

焼 却 炉

総 事 業 費

81,490人
42.0 km

330,000m3/日

330,000 m3/日

深芝処理場 15h a
神栖市北浜

標準活性汚泥法 標準活性汚泥法
太平洋(海域C)

pH
[- ]
7.2
6.9

BOD
[mg/L]
83
2.0

COD
[mg/L]
87
1 7

S S
[mg/L]
87
2.0

TN
[mg/L]
19.6
10.1

TP
[mg/L]
5.24
2.5 8

流入水
放流水

1号炉(60t )  :流動炉, 平 成 6 年 4 月 稼 働 開 始
2 号 炉 ( 6 0 t ) : 流 動 炉 , 平 成 8 年 4 月 稼 働 開 始

793億円

2 構成市町村概要(全体計画)
市町村名 処理面積(ha ) 処理人口(人) 処理水量(m3/日)

神栖市公共下水道 3,629.5 81,490 50,952

鹿島臨海工業地帯 2,302.3 0 279,050

鹿島臨海特定公共下水道計画概要図

■深芝処理場計画平面図 一 完成. 一部完成



1 処理場の処理状況(平成28年度)

※ 水 域 名 : 鹿 一 鹿 島 灘 水 域 , 央 一 県央地先水域,常 一 常 響 地 先 水 域 , 北 一 県 北 水 域 , 久 一 久 慈 川 水 域 , 那 一 那珂川水域, 1固 一 1固沼水域,桜 一 桜 川 水 域 , 霞 一 霞 ヶ 浦 ・ 北 浦 水 域 , 利 一 利根川水域



2 汚泥処理処分状況

茨城県全体

H22 H28

建 設 資 材

コンポスト化

陸 上 埋 立

87 .4 %

11 .4 %

0 .8 %

30 .4 %

14 .1 %

※ 54 .0 %

(平成28年度末) [ 単 位 : t / 年 ]

県関連下水処理場内訳

H22 H28

建 設 資 材

コンポスト化

陸 上 埋 立

97 .6 %

1 .7 %

0 .1 %

33 .8 %

3 .2 %

※ 62 .1 %

市町村関連下水処理場内訳

H22 H28

建 設 資 材

コンポスト化

68 .8 %

29 .0 %

23 .0 %

37 .8 %

陸 上 埋 立 2 .2 % ※ 36 .4 %

※注一平成23年3月に起きた東日本大震災の福島第一原発の放射性物質の影響により , 平成23年度以降は陸上埋立が多くなっている,



3 下水の処理方法
( 1 ) 一次処理と二次処理

下水処理は, 下水中の浮遊物を沈殿除去する 『一次処理』 と生物の働きを利用して有機物

等の除去を行う 『二次処理』 を組み合わせて行うことが基本であり,  一次処理を行う池を最

初沈澱池, 二次処理を行う池を反応槽といいます。 代表的な方法としては, 以下のような方
法 が あ り ま す 。

〇標準活性汚泥法

最 も一般的な処理方法です。生物分解に必要な空気(酸素) 最初沈般池

を送風機などにより反応槽へ供給して, 微生物により有機物 j
l≡l 、 、 、 、 、  -l

を除去します。 取終沈殿池で分離した活性汚泥は, 一部反応
槽の前段に戻します。

〇オキシデーションディッチ法 (0D法)
周回水路を反応槽としており, 低負荷運転ができるため,,

最初沈殿池がありません。また,標準活性汚泥法と比べて,,

流入水量や流入水質などの変化に対して安定しており, 汚 流入水

泥の発生量も少ない処理方法です。 このため, 小規模の処

理場で多く採用されています。

,,i →

( 2 )  高度処理
日的とする放流水質によっては, 二次処理では処理できない物質 (窒素やりんなど) を除

去する必要があり,  この処理方法を『高度処理』といいます。代表的な方法としては,以下
の よ う な 方 法 が あ り ま す 。

〇嫌気無酸素好気法 (A 2 0法)
生物学的に窒素とりんを除去する高度処理で, 反応槽

は嫌気槽,無酸素槽, 好気槽から成ります。窒素は, 好
気槽で生じた硝酸を無酸素槽へ一部 戻 す こ と で ,  脱窒菌 P
により窒素ガス として除去します。 りんは, 体内にりん -l
を貯蔵する能力を持つ細菌 (りん蓄積細菌) に よ り ,  嫌

気槽で一時的にりんを放出させた後, 好気槽で放出した
量よりも多いりんを取り込ませ除去します。

〇凝集剤併用型循環式硝化脱窒法
生物学的に窒素を, 物理的にりんを除去する高度処理

で,反応槽は無酸素槽, 好気槽から成ります。無酸素槽 最初沈酸池

と好気槽の役割はA 2 0法とほぼ同じですが,本法では,  n 一一一 n

好気槽末端に凝集剤を添加することで, りんを凝集沈殿 -l
させ除去します。

〇担体投入型修正バーデンフォ (Bardenpho) 法

窒素除去の向上を日的としてA 2 0法の後段に第二無酸
素槽と再曝気槽を配置したバーデンフォ法を改良し , 1
槽日に嫌気槽を配置することで, 同時に窒素, りんの生
物処理を可能とした高度処理です。 硝化菌を固定化した

担体を投入することで, 好気槽の硝化効率を上げ, 施設
のスリム化を図つています。 脱窒による窒素除去には有

機物が必要なので, 状況に応じて第二無酸素槽にメタノ
ールを添加します。

0 〕



下水道:f)ストックマネ?fン トと下水道BCP(業務推続十回) (安全で計画的な施設の構築と運営

1 ス ト ッ クマネジメ ン ト
日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止し , 計画的な

点検・調査及び修繕・改築を行い, 持続的な下水道機能の確保とライフサイクルコストの低

減 を 図 る た め ,  平成28年度に 「下水道ス ト ッ ク マネジメント支援制度」 が 創 設 さ れ ま し た 。

従来は, 「長寿命化支援制度」 により施設毎に改築計画を策定しておりましたが, 今後は, 下

水道施設全体を一体的に捉え, 改築計画等を策定する必要があ り ます。

県では, 供用開始50年を経過する施設が増加するため, 長期的な施設の状態を予測しなが

ら , 適 正 な 維 持 管 理 を 行 う と と も に , ス ト ッ ク マ ネジメント計画の策定を進め, 改 築 ・ 修 繕

を一体的に捉え計画的かっ効率的に管理を行います。

長寿命化支援制度

下水道長寿命化計画

の策定

◆
四同計画に基づく改築

施設毎の最適な改築事業を支援

200

一一-00
的

0

（一一d
量
一
）●
一H
t

ス ト ッ クマネジメント支援制度

下水道ス ト ッ クマネジメント計画
の策定

「・施設全体の維持管理・改築にt 関する事項

施設毎の改築に関する事項

ス ト ッ クマネジメントの導入事例

■耐用年数である50年で単独更新

同計画に基づく

点 検 ・ 調 査

リスク評価 ・優先順位付け一同計画に基づく改築 事業費の平 準 化 ・ 削 減

施設全体の維持管理・改築を最適化する
ス ト ッ クマネジメントの取組を一体的に支援

■ ストックマネジメントの導入による事業費の平準化 ・ 削減 (イメージ
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2 下水道BCP(業務継続計画)の策定

下水道BCPは, 地震などの自然災害等が発生した場合に損害を最小限にとどめ, 従 来 よ り

も速やかに, 下水道が果たすべき機能を維持・回復することを目的に,  立案すべき計画をい

います。

下水道施設は他のライフラインとは異なり,  地震等災害時に同等の機能を代替する手段が

ないため, 機能が停止した場合に, あらかじめ非常時対応手順, 応急復旧用資機材の確保,,

応 援 体 制 の 構 築 等 を 計 画 し て お く こ と に よ り ,  早期に機能回復を図る必要があります。県と

市町村においては, 下水道BCPをすでに策定しておりますが, 今後, 訓練等を行い県と市町

村 と の 連 携 強 化 を 図 る と と も に ,  実態に合わせ, 継続的に見直し , 内容の充実を図ることで

実行性のある計画としていきます。


